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那賀川の取水制限解除について 

 
 那賀川水系長安口ダム上流域は、３月以降の異常少雨により、４月２６日から７８日
間、取水制限を実施し、その間、川口ダムの最低水位以下の貯留水の活用や那賀
川の自然流量からの取水といった緊急的な措置も行ったところですが、７月上旬の降
雨により、７月１２日に取水制限を解除しました。 
 
 しかし、その後も異常少雨が続き、８月３日から取水制限（農業用水、工業用水とも
に２５パーセント）を再度実施し、８月１０日には、さらに取水制限を４０パーセントに強
化したところです。 
 
 ９月４日からの降雨により、昨日（５日）、取水制限を一時的に解除しましたが、その
後も台風第１４号の影響により、長安口ダム上流域では、４日の降り始めから６日午
前１０時までに４７３ミリの降雨があり、長安口ダム及び小見野々ダムを併せた総合
貯水率は、約６３パーセント（６日午前１０時）となっており、貯水量の回復が見込める
状況となっております。 
 
 このため、利水関係者との調整を行った結果、８月３日から実施していた取水制限
を、本日（９月６日）午後１時をもって、全面解除することといたしました。 
 
 流域の皆様方には、長期間、節水にご協力いただきありがとうございました。今後と
も、水使用につきまして、皆様方のご理解、ご協力をいただきますようお願いします。 
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